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経 済論叢(京 都大 学).第150巻 第5・6号,1992年11・12月

サバ,サ ラワクの木材 産業 の

持続 的発展 の見通 しにつ い て

一 環境保全 と連邦一州関係 の政治的協調 のために一

中 島 健 二

は じ め に

筆者 は別稿 において,現 在マ レー シアの熱帯林破壊 に及ぼす商業原木の伐採

の影響が他地域 と比較 して際立 って大 きい こと,あ わせて現在 の原木資源 の伐

採量 と再生量が大 きく均衡 を欠いていることを明 らかに した。さらに,伐 採業

が このような環境破壊型.・資源枯渇型産業 としての重大 な限界 を抱 えているな

一か にあって,木 材 産業が80年 代末か ら原木の加工部門を育成 し,原 木輸出偏重

か らの脱却を試みている状況を説明 した。そ して,最 後に,こ の輸 出代替化戦

略の課題 として,① 合板や家具 などの高付加価値商品の生産において,加 工技

術 の先進国並みの効率水準を達成すべ きであ ること,② サバ,サ ラワク両州の

財政 の原木依存体 質を改 めるために,原 木に替わ る新 たな財源 を見つ けること,

を指摘 した。それ らは環境保全 ・原木生 産量の保続水準 の維持 と木材加工業の

発展 の両立 を図 るためにぜひ必要な方策であ る,と い うのが結論である㌔

本稿 はまず,以 上の内容の補足的な分析か ら始め る。まず第一 に,80年 代末

か ら91年 にかけて の,各 地域(サ バ,サ ラワク,半 島)の 原木 と加工品の生産

量 ・輸 出量の推移,サ バ,サ ラワク両州 の財政状況の推移 をみ る(別 稿で は80

年代半ぼ までの検討 に とどまってい る)。 そ して,サ バ州が他の二 地域 に先が

1)拙 稿 「マ レー シ ア の 原 木 資 源 と輸 出 代 替 化 戦 略 の 問 題 点 」 「経 済 論 叢 』 第149巻 第1・2・3号,

1992年1・2・3,月 。



26(4ユ4)第150巻 第5・6号

けて,原 木生産の削減 とその輸 出抑制に着手す ることによ って域内加工へ回す

原木供給量の増大 を試みてい ること,し か し,こ の政策によってサ ラワクよ り

も早 く経常歳入の減少 とい う弊害 に見舞われてい ることを,あ らためて説明す

る。第二 に,サ バの代替財源 をめ ぐって90年 か ら91年 にサバ州政府 と連邦政府

が激 しく対立 した過程を見 る(別 稿 では詳 しく触れ ることがで きなか った)。

この過程 において,代 替財源の検討で はな く,サ バの木材利権 とそれに依拠す

る現在 の支配勢力 を弱体化させ ようとす る連邦政府 の意図があ らわ になった。

そ こか ら浮か び上が るのは,世 界市場 において圧倒 的に優位 を保 って きた原木

に関 して長期的に政策を修正せ ざるをえな くな った段階 にいた ってこ連邦 とボ

ルネオ2州 の関係 も新 たな段階 にさ しかか って きた とい うことである。

最後 に,サ バを例 に して,原 木伐採の持続 と木材加工業の育成 の両立が可能

であることを明 らかにす る。そ して,そ の実施 に向けて財政的な裏付 けが必要

で あるという別稿の結論を受 けて,そ の具体的 な検討 サバ産石油 から上が

る収入の うち現在連邦政府 の収入 の一部 を一定期 間サバ州 に譲渡す る を進

める。

180年 代末のマ レーシアの木材産業

86年 に策定 されたマ レーシアの中長期工業化基本計画 のなかで木材産業が優

先工業 に指定 されたこと,そ の眼 目が半島に家具,サ バ,サ ラワクに合板等 の

木材加工製品の一貫生産基地を設 け,そ の輸出を振 興す ることにあ った ことに

ついては,別 稿で見た とお りであ る。 しか し,同 計画が加工効率を向上させ る

ことによってむ しろ原木の供給量は減 らすべ きであ ると説 いたのに対 して,そ

の後の推移は逆の動 きを見せ てい る。す なわち,86-91年 に原木生産量が33%

増大 し,そ の原木輸出が11%増 にとどま った ことか らわか るように,国 内への

加工用原木の供給 量:は原 木生 産量の絶対 的な増大 による ものであ った。 した

が って,同 期間に製材 の生産 と輸 出が66%,68%,合 板 の生産 と輸出が82%,

106%と それぞれ急増 した ことは,け っして手放 しで評価で きる ものではない
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(合板輸 出は86-89年 の数値)(表:1>。

別稿 では明 らか にで きなか った地域別の推移 をここで見てみよ う。すでに生

産原木のほぼ全量 を域 内加工 に回 している半 島で は,86年 に860万 ㎡にまで落

ち込んだ原木生産量が,88年 か ら一転 して1,200万 ㎡以上へ と70年 代 に も経験

表1マ レー シ ア,半 島,サ ラ ワ ク,サ バ の 原 木 と加 工 品 の生 産,輸 出(1985「1991年)

マ レ ー シ ア 半 島

原 木 製 材 合 板 原 木 製 材 合 板

生産量 輸出量 生産量 輸出量 生産量 輸出量 生産量 生産量 生産量

85 28,652 19,782 5,379 2,740 71ユ 363 7,9ユ4 4,047 497

86 29,879 19,096 5,431 2,991 711 452 8,597 4,229 640

87 35,1ユ1 22,955 6,053 3,848 857 729 10,320 4,826 7ユ0

88 38,980 20,674 6,666 4,103 992 833 12,36ユ 5,158 n.a,

89 41,011 21,212 8,441 5,135 1,090 929 12,052 6,568 n.a.

90 40,102 20,354 8,827 5,222 1,ユ97 n,a, ユ2,819 6,078 663
9ユ 39,795 ユ9,317 9,023 5,018 1,296 n,a. 11.a、 n,a, 783

サ ノf サ ラ ワ ク

原 木 製 材 合 板 原 木 製 材 材加工品

生産量 輸出量 生産量 輸出量 生産量 輸出量 生産量 輸出量 生産量 輸 出額

85 10,757 B,251 1,133 982 43 n.a, 12,285 ユ1,452 354 60

86 9,811 8,792 809 924 79 37 11,471 ユ0,239 393 73

87 12,174 10,265 832 909 ユ30 99 13,655 12,584 395 82

88 10,981 8,238 ユ,067 ユ,032 ユ6ユ ユ28 14,387 12,285 441 ユ09

89 9,494 6,134 1,388 1,401 158 143 18,163 ]4,961 559 141

90 8,444 4,563 ユ,910 ユ,961 ユ76 154 18,838 15,898 839 208

9ユ n,a. 3,573 n.a. 2, ユ50 n. a. ユ90 n,a. ユ5,819 n、a, 323

(註)い ず れ も91年 は 推 定 値 サ ラ ワ ク の 木 材 加 工 品 は 製 材 の ぞ く

(単 位)量:1,0000,額:100万 リ ン ギ

(出 所)マ レ ー シ ア: 踊rうoo走qノ ∫b隅!片 α鋤 β,FAO 、1990,Yearbook{ゾ5螂 商`瓜Malaysia,

1990,MonthlyStatutirnlBulletin,Malaysia,Feb .,1992.

半 島!原 木,製 材 は マ レ ー シ ア ー一くサ ラ ワ ク 十 サ バ) ,

合 板 はMonthlyIndustrialStatistic;Malaysia,1986,Information

rジ ェ トロ シ リ ー ズ八面 如ッ5ぼ4,1988, マ レ ー シ ア 」 日 本 貿 易 振 興 会 ,1989年,
EconomicReport,MinistryofFinance,Malaysia

,1988,1989,サ
ラ ワ ク;AnnualSmdstimlBulletin ,Sarawak,variousissues,

MonthlyStatisticalBulletin,Sarawak,Jan
,1992,サ バ

=AnnualBulletinofStatutics
,Sabah,variousissues,

MonthlyStatisticalBulletin,Sabah,Me【.,1992
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した こ とのな い高 い水準 を記 録 し,90年 までそ の状 態 が続 いて い る。 家具 な ど

一 層 の加 工 の高度 化 に力 を入 れ ば じめた こ とが そ の直接 の原 因で あ るか どうか

は明 らか で ない が,少 な くと も今後 にか ぎって言 えば,こ の高 度化 が原 木供 給

の逼 迫 とそ の無理 な増産 を促 して い くこ とは十分 に考 え られ る。 サ ラ ワクの場

合 も,86年 の1,150万=㎡ の原 木生 産 が90年 に は1,880万 ㎡ に まで 伸 び て い る。 し

か も,同 期 間 に そ の 輸 出量 が570万 ㎡増 大 した の に対 して,域 内供 給 量 は170

万 ㎡ の増 大 に と どま って い る ので あ るか ら,製 材 の 生 産量 が2.3倍,木 材 加工

品 の輸 出総額 が4.4倍 に伸 び た とはい え,そ れ は原 木 生 産 と輸 出 の増 大 傾 向 に

歯 止 め をか け た う えで の こ とで はな か った。

一 方
,サ バで は,86年 の原木 生 産量980万 ㎡が 翌 年 に は1,220万 ㎡ へ急 増 した

ものの,そ の後 は着 実 に減 少 し,90年 に840万 ㎡ に まで 落 ち て い る。 しか も,

そ の輸 出 は420万 ㎡減 と生産 の減 少 幅(140万 ㎡)を さ らに上 回 って い る(91年

には輸 出 はさ らに100万 ㎡減)。 そ れ に と もな い,域 内へ 供給 され る原 木量 は86

年 の100万 ㎡か ら90年 の390万 ㎡ と著 し く増加 し,こ の供給 を受 けて,製 材 生 産

量 は 同期 間 に2.4倍,合 板 生 産量 は2.2倍 に増 え た。

この よ うに,原 木生 産 量 の抑 制 と加工 部 門 の振 興 をめ ざす 連邦 政 府 の基 本 計

画 の方 針 に したが った の は,ひ と りサバ で あ った。 そ の手 段 とな った のが,87,

88年 の 輸 出原 木 ロ イヤ ル テ ィの引 き上げ と原 木輸 出枠 の設 定 で あ った 。す で に

原 木 の域 内へ の完全 供 給体 制 を確 立 して い た半 島で は,原 木 の増 産 しか 加 工部

門 の需要 増 に対 応す る方 途 はなか った。 また,サ ラ ワ クが 原木 の輸 出比 率 を低

下 させ る方針 を打 ち 出 し,伐 採 の 大 幅 削 減 を求 め るITTO(国 際 熱 帯 木 材 機

関)の 勧 告 を受 け入 れ た のが90年 の こ とで,実 際 に削減 に本格 的 に着 手 した の

は92年9月 か らで あ る2}。サバ に対 す る出遅 れ は否 定 で きない と ころで あ る。

サ バ の90年 の加 工 歩 どま り率(製 材 ・パ ネル製 品生 産量/域 内原 木供 給 量)

2)サ ラワクは91年から伐採と輸出の削減の年間目標を明示するようになったが,同 年12月 の
ITTO会 議で伐採削減を再度公約した後も,92年1-8月 の伐採量は前年同期比を上回るもので
あった。そこで,同 年の伐採量15⑪万㎡削減という公約をはたすために,9月 から60%程 度の大

幅削減が実行されることとなったもようである。「日本経済新聞』1992年9月10日 。
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は61%で あ る。 マ レー シア全 体 の同 比率 が86年 に62%,89年 に は50%で あ った

こ とにつ い て は別稿 で 指 摘 した通 りで あ る(表2参 照)。 この よ うに,70年 代

後半 か ら90年 まで マ レー シ アの加工 効率 は45-60%の 間 を行 き来 して い る。 い

ま これ を50%と して,将 来 それ が 日本や 台 湾の 熱帯 広葉 樹 原木 加 工 の歩 どま り

率 で あ る90%を 達 成 で き る とす れ ばLl,同 量 の 加工 品 生産 に対 して,原 木供 給

量 を45%節 約 で きるので あ る。

マ レー シア の原木 の輸 出代 替化 政策 につ いて 別稿 で 指摘 した も うひ とつ の問

題 点 はサ バ,サ ラワ クの財 政 につ い て で あ る。 サ バか ら見 て み よ う(表3)。

表2マ レーシアの原木加工の歩 どま り率の推移(1975-1989年)(単 位:%)荻`,1

年 75 77 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89

加工歩 どまり率 47.9 52.3 56.3 45.2 56.6 6ユ.4 48.1 60.5 62.1 62.0 44.4 50.9

(註)加 工歩 どまり率=(製 材 生産量+パ ネル製 品生 産量)÷(原 木生 産量一原木 輸 出量)

(出所)表1,マ レー シア資料 よ り計 算

表3サ バ 州,サ ラ ワ ク州 の経 常 歳 入 と木 材,石 油 関 連 収 入(ユ985-1990'F)

(単 位100万 リ ン ギ,比 率 は%)

サ バ 州 サ ラ ワ ク 州

歳入 森林資源収入 石 油 ロ イヤルテ ィ 歳入 森林資源収入 石 油 ロイヤルティ

(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a) (b) (b/a) (d) (d/a)

85

86

87

88

89

90

1,156

ユ,100

1,412

2,038

ユ744,

1,620

504

553

1,001

1,081

9ユ2

8ユ8

44

50

71

53

52

50

104

8ユ

6ユ

77

84

1ユ4

9.0

7.4

4.3

3.8

4.8

7.0

940

ユ,013

1,097

1,093

1,252

1,467

199

2ユ6

310

324

629

703

21

21

28

30

50

48

172

94

96

99

114

173

18.3

9.3

8.8

9.1

9.1

11.8

(出 所)(e×b):Bulletin.表1に 同 じ,

(c〕:85-89年 はStateMinistryofFinance,Sabah,cit.from:Borneo

Review,2〔2),1991,p,128,

90年 は 経 常 歳 入Royalties額 ×95%(前 年 の 比 率)と し て 推 定.

(d):生 産 日 量(61.)X換 算 係 数48(一 生 産 年 量(t.))× 輸 出 単 価(=年 間

生 産 額)X5%こ し て 推 定

3)MuhedzaMohamed,andTiTeowChuan,"EffectsofDeforestation=wiIbSpecaiRefじ 団Lcご

t。EastMalaysia",B・ 「熈 ・R'7痂 蹴Vol.2.No,2,1991,p.140.イ ン ド ネ シ ア の 歩 ど ま り も50%程

度 で あ る こ と に つ い て は 前 掲 拙 稿 。
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上述の原木輸出抑制策(輸 出原木ロイヤルテ ィの引上げ等)は,生 産 ・流通の

態勢がそれ に即座 に対応で きなか ったために,86年 か ら88年 に森林資源収入 を

む しろほぼ倍増 させ る結果を もた らした。 しか し,輸 出用原木 ロイヤ ルテ ィの

引 き上げの措 置は89年 か ら効果をあらわ し始 め,90年 の森林 資源収入は88年 の

76%に まで減 ってい る。80年 代 の平均で森林資源収入の95%は 輸 出原木 ロイヤ

ルテ ィか らな ってい る%同 期間の原木 の輸出比率 は79%で あ るか ら,原 木へ

の課税 は輸出用原木 にかな り傾斜 してい ることがわかる。 したが って,今 後,

生産以上 に輸 出を減 らし,そ の加工度 を上昇 させてい くことに成功すれば,課

税がその輸 出に傾斜 している分だ け,収 入減の度合いは原木 の減産 の度合い以

上 に大 きくなってい くことになる。一方,サ ラワク州は80年 代 中頃をのぞいて,

70年代 末か ら一貫 して森林資源収入 を伸 ば してい る。その経常歳入 に占め る比

率 も,80年 代初めはサバに比較 して きわ めて小 さか ったが,80年 代末か ら急増

しは じめ,89,90年 には50%前 後で同 じ水準に達 した。原木生産 と輸出の増加

の反映に他 ならない結果 なのであるが,註2で 見たように,今 後,サ バ以上の

ペースで生産 と輸出を急減させていけば,そ れが経常歳入 に与 えるシ ョックは

サバ以上の もの となることが予想 される。

世界市場 に向けられた何 らかの一次産品の生産 と輸出に経済構造や財政が大

きく依存す る現象 は,開 発途上地域 においてよ く見 られ ることであ り,輸 出市

況 の変動 に由来す るその脆弱性が しば しば指摘され る。 ボルネオ2州 の林業 と

経 済全般の関係 は どうで あろ うか。GDPの 推移か らこの問題を推 し量 ってみ

る と(表4),ま ずサバ州で は,林 業 の産業全体 のなかでの比重は着実に低下

してい る。80年 の産業全 体(鉱 業のぞ く)に 占める林業 のGDP比 は31%で

あったの に対 して,90年 の同比率 は15%に 落 ちてい る。GDPは 絶対額 と して

も大 き く伸びてお り,他 産業の分析 の必要があ るとして も,経 済構造が林業の

突 出した状態か ら変化 しつつあることが うかがえる。 しか し,経 常歳入 に占め

る森林資源収入は上述 したように,90年 で依然 として50%も あ り,財 政の林業

4)ibid,p.127.



サ バ,サ ラ ワ クの 木 材 産 業 の持 続 的 発 展 の 見 通 しにつ い て(419)31

表4林 業(forestry&loggingindustry)のGDP推 移(生 産 者 価 格)(1978-1990年)

(単 位=100万 リ ン ギ 〉

サ バ

サ ラ ワ ク

産業全体(鉱 業除 く)

林業

鉱業

産業全体(鉱 業除 く)

林業

鉱業

78 80 82 84 86 88 90

2,48ユ

1071,

973

2,408

741

774

3,025

961

904

3,265

860

1012,

3,475

773

989

4,198

857

1,069

4,522

662

1,279

1629,

327

1,041,

1,970

459

1,064

2,271

620

ユ,174

2,704

623

1799
,

2,945

629

ユ899
,

3,284

752

1,804

3,805

985

2188,

80年 代 平 均

森林資源収入/経 常歳入

(註)い ずれも1978年価格
(出所)Bulletin,表1に 同じ

依存 体 質 は改 善 され てい な い。一 方,サ ラ ワ クで は,林 業 の比 重 はわ ず か なが

ら高 ま って い る。80年 か ら90年 にか けて林 業 の 産業全 体(鉱 業 のぞ く)に 対 す

るGDP比 は23%か ら26%に 推 移 して い る。 しか し,こ の 間,産 業 規 模 は

GDPの 伸 び と して ほ ぼ倍 に な って お り,林 業 へ の傾 斜 が と くに 強 ま った とは

いえ ない 。 に もか かわ らず,財 政 の林業 へ の依 存 は80年 の18%か ら90年 の48%

へ と大 き く強 ま って い るので あ る。

以 上 の 財 政 に関 す る分析 か ら導 き出 させ る当 然 の指 針 は,こ れ まで の よ うな

森林 資 源 収 入(主 体 は輸 出用 原 木)へ の安 易 な依 存体 質 を あ らた め,林 業 以外

の産業 へ の課 税 を強化 す る こ とで あ る。 しか し,課 税 シス テ ムの変 更 はあ る程

度 の時 間 の調 整 が必 要 で あ ろ う、,それ に,こ の調 整 の間 に税 収 が激 減 す る事 態

が生 じる こ とは もち ろ ん望 ま しい こ と.ではな い。 そ こで,後 の行論 で,一 定期

間の代 替 財源 の 可能 性 を探 って み るこ とにす る。

サ バ サ ラワ ク

業 除く)のGDP比

経常歳入

26%

59%

24%

28%

豆 木材 と連邦一 ボル ネオ2州 の政治的関係

現代の開発経 済論 は持続 的開発 とい う概 念を重要な もの として位置づけてい
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かなければならな くなっている。 しか し,多 くの開発途上国に とって,環 境 の

保全 と経 済開発 を両立させ ることは容易 な ことで はない。 もし,サ バ,サ ラワ

クの基幹 産業のひとつであ る資源収奪 ・環境破壊型の一次 産品輸出(原 木)が

資源再生 ・環境保全型の輸 出代替工業化(木 材加工 品)へ 転換す ることがで き

た ら,そ れは持続的開発をめざす開発経済論に とって二重 の成果 となるにちが

いない。

しか し,こ の転換 はそれ 自体可能 なことであるとして も(そ の可能性は後 に

検 討す る),一 方で,州 の経常歳入 の大幅 な減少 とい う重大 な事態を招 く。そ

して,そ れは連邦 とボルネオ2州 の政治的関係 に大 きな変化 を もたらす契機 と

な りつつ ある。言 うまで もな く,経 済開発が政治的領域 と切 り離 されて進め ら

れる ことは現実 にはあ りえない ことである。そこで,こ の節で は,森 林の環境

保全,原 木資源 の枯 渇 とい う国際的 に注視 され るにいた った問題 を抱 えるなか

で,80年 代末か らの連邦政府 とサバ州政府の木材政策の変更が,両 者の間にど

の ような政治的争点を もた らし,そ れが どのように収束 しよ うとしてい るのか

を見 てみ る。

前節で説明 したように,原 木生産の削減 と木材加工業の振興 とい う連邦政府

の木材政策の基本計 画をいち早 く実行に移 したのはサバ州政府で あった。 しか

し,同 州で はそのために輸 出用原木 ロイヤルテ ィの急減 という弊害が現れ始め

た。今後,収 入減は どこまで拡大 してい くのであろ うか。 マ レーシア全体の85

年の原木生産量が2,500万 ㎡であったのを,基 本計画は95年 までに2,300万 ㎡ に

削減す るように求めている。 しか し,別 稿での試算 による と,保 続 レベルに達

す るためには生産量 を1,400万 ㎡程度にまで抑制 しなけれ ばならない。試算方

法 とそれに もとつ く地域別の保続生産量 は表5に 掲 げるが,そ れはあ なが ち誇

大な数値ではない。89年11月 か ら半年 間行われた国際熱帯材機 関(ITTO)の

サ ラワク熱帯林 の現地調査 は同州の保続生産量を920万 ㎡ としてお り,こ れは

別表試算 の量(690万m')よ り34%高 い。伐採 の実態の全体像 を把握す ること

が きわめて困難なこと.であ ることを考える と,こ の差異は相互の誤差の許容範
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表5マ レー シ ア の原 木 生 産 速 度(90年 ベ ー ス)

森林
面積
a

1,000ha

恒 久 林

面 積

b

1,000ha

生産林

面積
C

l,000ha

究 極 伐 採

可 能 面 積

a-b十c

1,000ha

生 産 量

d

1,000㎡

伐採

面積
e

ユ,000ha

伐採

周期

f

年

保続伐

採周期
9

年

保 続

生 産 量

h

1,000㎡

d/h

i

半 島 6,270 4,800 2,900 4,370 ユ2,819 285 15 50 3,933 3.3

サ バ 4,440 3,350 2,670 3,760 8,444 188 20 50 3,384 2.5

サ ラ ワ ク 8,460 4,430 3,600 7,630 18,838 4ユ9 18 50 6,867 2.7

マ レ ー シ ア 19,170 12,830 9,170 15,760 40,102 891 一 50 14,184 2.8

(註)①a-b+c恒 久 林 は 天 然 林 を 維 持 す る こ と を 義 務 づ け られ て い る森 林,生 産林 は そ

の うち,原 木 伐 採 を認 め られ て い る森 林 を い う.恒 久 林 以 外 の森 林 は ほ

と ん どが 州 有 林 で,す べ て が 伐 採 を 認 め ら れ て い る わ け で は な い.ま

た,伐 採 後 は農 地 等 へ の転 換 が 可 能 で あ る.し たが って,森 林 の更 新 世

とい う点 でa-yをcと 同 等 に扱 う こ とは で き な い が,こ こで は そ の す

べ て をcと 同 じ扱 い とす る .

②ehaあ た り原 木 生 産 量 を45㎡ と して,d/45で 算 出.こ の仮 定 に つ い て は,

別 稿 参 照.

③f(a-b+c)/e.森 林 伐 採 に よ る 一 時 的 破 壊 が 消 失 に い た らず,つ ね

に 森 林 が 更 新 され る と い う仮 定 に も とつ く.こ の仮 定 が 危 うい 点 に つ い

て は別 稿 参 照.

④9倭 綴45面 以 上 の 商 品 が10本/haあ り,そ の うち 一 度 の伐 採 で 平 均 径 級80

㎝ の 商 品 材 が5本 択 伐 さ れ る と 仮 定 す る.径 級 が45凹 に 達 す る まで40

年,80㎝ に達 す る ま で90年 か か る と し て,80㎝ で 持 続 的 生 産 を 行 う に

は,伐 採 周 期50年 は必 要.

⑤h(z-b+c)/50×45

(出 所)a.b.c;Y64酌oo々qブ5畝 傭`面,Malaysia,Bulletin,Sabah,Sarawak,表1に 同

じ.

d=表1に 同 じ

囲内 にあ ると思われる。

そ こで,以 後 は伐採 業に とって比較的厳 しい結果 を出 した別表試算 に した

が って考 察を進めてい く。そ うす ると,サ バの原木生産量が保続 レベルに達 す

るためには,90年 を基準 として60%削 減 しなけれ ばならない。そ して,減 収率

が この削減率 と比例す ると想定す ると,減 収額 は90年 の経常歳入のほぼ3割 に

あた る(経 常歳 入の半分が森林資源収入であ る)。 しか し,税 率 は輸 出用原木

でよ り高 くなってい るのだから,原 木輸 出をゼロに した場 合(連 邦政府や家具

業者 の一部は禁輸を要請 してお り,加 工部 門の増強のためには必要 な措置であ

る),加 工用原木 ロイヤルテ ィを現行 の6倍 に引 き上 げなければ,減 収率は削.
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減率以上 となるとい う計算 にな るのであ る。 これは後述す るように実行 しに く

い条件で あ り,し たが って,減 収額が経常歳入の3割 以上 になる ことは確実で

ある。

こうした事情を懸念 したサバ州首相パ イ リンが,90年1月22日,原 木輸 出の

上 限を設 定す る代 わ りに,州 の石油 ロイヤ ルティの引 き上げ(生 産量 の現行

5%を50%に)を 要求 したことについては,別 稿で見た とお りである。 しか し,

連邦政府 は80年 代 末から厳 しい輸出制限策を とることをボルネオ2州 の政府 に

要請 していたに もかかわ らず,そ して,サ バ州がそれ に応 じて輸出用原木 ロイ

ヤルティの引 き上げ等の方策 を実行 に移 してい るに もかかわらず,そ れが もた

らす財政難を解消す るための提案 に対 しては一蹴す る挙 に出た。州政府 と連邦

政府 との 間 には,85年 に連邦政府 と密 接 な関係 にあ った 当時の政 権与 党 を

PBS(サ バ統一党)が 破 り,州 政権を獲得 して以来,相 互 に不信感が蓄積 され

て きていた。そ うした情勢のなかで,連 邦政府 はパ イリンの要求 に石油資源の

獲得 と財政の自立 を通 しての連邦離脱の意図を読み取 り,そ れ を警戒 したので

あ る。た しか に,実 際 の ところ,89年 を基準 とす ると同年の州石油 ロイヤル

テ ィは84(100万 リンギ,以 下同)で あ り,パ イリンの要求 はそれ を840に 増額

せ よ とい うことである。 したが って,連 邦政府がパ イ リンの要求 を財 政難の緩

和措 置の要請を口実 と.した石油資源奪還の布石 と警戒 した のも,あ る意味では

理解で きない こともないのであ る。

その後 の動 きか ら,木 材政策の見直 しを契機 として連邦政府が最大の関心事

としたのは,州 の財政問題で はなく,原 木伐採の最大の組織であ り,サ バの支

配勢力の木材利権の中枢 となっていたサバ財団への介入を強化す ること,そ し

て木材輸出の管理機構を透明に してい くことであ った ことがわか る。すなわ ち,

連邦政府 はパ イ リンの要求が出された翌23日,パ イリンの実弟でサバ財団の会

長であるキテ ィンガ ンを木材輸 出をめ ぐる汚職容疑で逮捕 する とい う機敏な対

応 を見せた。9月 には,連 邦汚職調査局がサバ財団本部の強制調査 に乗 り出 し,

、R91年3月 にはさらに,連 邦木材産業公 団がサバか らの木材輸 出の許可証発行
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と ロイ ヤル テ ィの徴収 を担 当す る と発 表 され た ので あ る5}。た しか に,輸 出 を

め ぐる不正 が な されて い た こ とは事 実か もしれず,そ の適正 化 を図 るこ とは森

林資 源 収 入 を増 やす こ とに一役 買 うこ とで あ ろ う。 そ のか ぎ りで は,財 政 難 の

解決 に資 す る措 置 を と った と言 って もよい。 しか し,長 期的 には ,そ の輸 出 を

ゼ ロ にす る こ とを当 の連 邦政 府 が め ざ してい たの だか ら ,こ うした一連 の措 置

が州 の減 収 に対 す る根 本 的 な対 策 とな りえ る と考 え る こ とは大 きな矛盾 をおか

す こ とにな るので あ る%

連 邦 政 府 とサ バ 州 政府 との 対 立 は90年10月,PBSがNF(連 邦 議 会 の与 党

連合)か ら突然,野 党 に鞍 替 え し,総 選挙 で勝 利 した ときか ら頂点 に向か った。

財 政 問題 だ けで な く,サ バ の独 自性,自 立性 をめ ざす 争 点 は そ の他 に もあ り

(サ バで の ラジ オ局 の 開設,大 学 設置,連 邦 直轄 領 ラ ブア ンの州 への 返還 な ど) ,

総選 挙 で試 され た の は まさ に 「マ レー シ ア人」 と して の国民 統合 を図 りたい 連

邦 と少 しで も独 自性 を発揮 し たいPBSと の政 治 的関 係 は ど うあ るべ きか とい

う こ とで あ った。

連 邦 政 府 は翌 月,サ バ森 林 局 へ の援 助 打 ち切 りを示 唆 した 後 ,91年1月 に は

つ い に首相 パ イ リ ン自身 を汚職 容 疑 で起 訴す る とい う巻 き返 し策 に 出た(道 路

建設,森 林 譲 渡 にか らむ汚職 等)。 さ らに注 目され る ことは,UMNO(マ レー

人 を中心 とす る連邦 議 会 と政 府 の最 大 与党 勢力)が5月 に サバ の州議 会 補 欠選

挙の 際 に 自 らの党組 織 を結 成,は じめ て候 補 を送 りだ し,議 席 を獲得 した こ と

であ る。 これ まで は現 地 の親 マ レー ・イ ス ラム勢 力を支 援 し,そ の組織 を通 じ

て 自ち の意 向を サ バ,サ ラ ワ ク2州 の政 治 場 面 に反 映 させ て きたUMNOが
,

ここで従 来 のや り方 を変 え,サ バで の 直接 的 な政 治活 動 に乗 り出 そ う と して い

るの で あ る。 キ テ ィ ンガ ンが サ バの 分離独 立 運 動 に関 わ ってい る として 治安 維

5)「 アジア動向年報」91年版,364ペ ージ,92年 版,331ペ ージ,東 南アジア要覧」91年版,5-44
ページ,FarEasternEconomicReview,Feb.8,199〔[,

6)サ バでは,ロ イヤルティの再度の引き上げによって加工部門供給量の増大と収入の確保をはか
る措置は90年 ㈱2。%〉,91年(平 均35-60%〉 にもとられた。rig*q清 新剛 ・991年7月・・日。
しかし,繰 り返して言うと,こ れは一時的な措置でしかなく,原 木輸出がゼロになると,収 入面
での効果もまた無くなってしまう。
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持 法 の違 反容 疑 で再 逮捕 され た の は,こ の 選挙 の2日 後 の こ とで あ る7}。

パ イ リ ンの起 訴 の後 は,し だ い に連邦 体 制 の引 き締 め をね らう連 邦 政府 の立

場 が 強 ま り,PBSが 対決 姿 勢 を後 退 させつ つ あ る8)。木 材 政策 に 関 して言 う と,

代 替 財源 の確 保 が定 ま らない ま ま,サ バ は生産 と輸 出 の よ り一 層 の削 減 を推 進

す る姿勢 を強 め始 め てい る。 サ バ州 木材 協 会が サ ラ ワ ク木材 協 会 と と もに原 木

輸 出 の削 減 策 を 明示 した の はパ イ リ ンが起 訴 され た翌 日の こ とで あ った 。 もっ

と も,両 協 会 は以前 か ら,原 木 生産 と輸 出の 削減 を通 して加 工 部 門 の需要 を満

た してい くた め の協 議 を重 ねて い た(協 議 の場 で は原 木 の最:低販 売価 格 の設 定,

共 同 マー ケ テ ィング委 員 会 の設 立 な どの流 通 面 の改革,既 伐 採 森 の 閉鎖 な どの

生 産面 の改 革 な どが検 討 された)9}。 基 本計 画 の策 定 後 のサ バ の施 策 を見 て い る

と,サ ラ ワ ク側 とこ う した協 議 が行 わ れ た ことは唐 突 な こ とで は な く,む しろ

自然 の流 れ の よ うにみ え る。 それ を受 けて,連 邦 政府 は こ うした計画 が 順調 に

進 め ば,2000年 以後 の サバ,サ ラ ワ クか らの原木 輸 出 の全 面禁 止 を検 討 す る と

公 言 す るに いた っだ の。NF脱 退後,パ イ リンは連 邦 政府 か らの 資金 が 減 り,

州 の 財政 は ます ます 窮状 に陥 った と訴 えて い たがU〕,財 政 難 緩和 の方 策 を 得 る

ことがで きなか った この戦 略 は結 局,失 敗 に終わ った とい え よ う。

わ が 国 をは じめ とす る巨大 な海 外 市場 を有す る原木 の輸 出 は,世 界 的規 模 で

進 行 す る熱帯 林 の破 壊 へ の 国際世 論 の注 視 と原 木資 源 そ れ 自体 の枯 渇 の懸 念 に

よっ て,縮 小 していか ざ るをえ な くな った 。連 邦 政府 首相 マハ テ ィー ルは資 源

に対 す る国家 主権 の存 在 な どの 筋論 を国際 的 な議 論 の場 で は強 面 の態 度で 展 開

して い るが,ITTOの サ ラ ワ ク伐 採 削 減勧 告 の 受 け入 れ な どを テ コ と して,

サ バ,サ ラ ワクに対 して は,伐 採 と輸 出の大 幅 な削減 を強 く要 請 してい る。 そ

れ が 原木資 源 の再 生 と熱 帯 林 の保全 に はたす役 割 は否 定 で きない で あ ろ うが,

7)一 連の動 きは 「アジア動向年報』前掲,同 ページ,FarEasternEcon・micReview,Jan.17,

Mar,21,23,1991,

8)FarEasternEconomicRevieto,Sep.12,1991,Jun.18,1992.

9)「Malaysia)日 本マレイシア協会,9工年2月 号,9ペ ージ。

10)r日 本経済新聞」1991年5月17日 。

11)r東 南アジア要覧』91年版,5-45ペ ージ。
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同時に考 えなければならない ことは,現 在の原木の世界市場 のこうした構造変

化 をきっかけに,連 邦が ボルネオ2州 に対す る権限の強化 に乗 り出そ うとして

い ることであ る。

一方,サ バ,サ ラワクの立場か らすると,土 地 と資源 に関す る主権の確 認か

ら出発 した連邦体制で あったが,そ の筆頭に挙げるべ き原油資源 について は,

その生産が開始され る前後になって,管 轄権が連邦 に移管 され ることとなった

(サ ラワクは実質的に71年 か ら,サ バは76年 か ら)。 しか し,そ れ は石油 ロイヤ

ルテ ィの増大 とい う見込みを奪 うものであ った とはいえ,実 際に多額の収入を

得 る前 の時点で行わ れた ものであ った】21。一方,原 油 とな らぶ資源であ る木材

の場合は,そ の主権 は依然 として州 にある。 しか し,連 邦政府の強い意 向を受

けなが ら着手 された両州の伐採 と輸 出の削減は,す で にそれが財政の屋台骨 と

な ってい るため に(両 州 とも90年 の経常歳入の半分 を占め る),そ れが財政 に

与 える打 撃は原油 の場 合 とは比較にならない くらい大 き くなるのであ る。た し

か に,伐 採 と輸出の削減 と同時 に木材利権の縮小が進めば,そ れは両州の政治

の民主化 を促 してい くことになるであろ う。 しか し,財 政上 の打撃が大 きくな

る分だ け,原 油の権限委譲の場合の とき以上に,連 邦 と両州 との関係 に禍根 を

残 してい くこ とが懸念 され るのであ る。

皿 石油関連収入による補填 と加工業の発展の見通 し

サバ州 の原木の伐採 と輸出の削減か ら生 じる森林資源収 入の大幅な減少を何

らかの手段で補填す ることの重要性 は以下の点にあ る。すなわ ち,第 一 に,持

続的開発 の大 きな成果 をあげるための財政上の裏付けが必要であ る。70年 代末

に もロイヤルティの引 き上げ と輸出枠の設定によって,生 産 と輸出の抑制 に乗

り出 した ことがあ った。 しか し,80年 代 に入 ると,原 木の国際市況が悪化,輸

出業界は価格の低下 を量 の増大で補 おうとして,輸 出実績 は制限枠 を突破す る

12)拙 稿 「マ レー シ ア の 石 油 権 益 に お け る連 邦 と州 の 対 立一 一連 邦 国 家 形 成 の 一 事 例 」(1物 「経 済

論 叢 』 第147巻 第4・5・6号,199(,年4・5・6月,第148巻 第1・2・3号,1992年1・2・3月 。
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とい う結果 になつだ3)。そのため,財 政の木材依存体質 も改善されず に終わ っ

た。過去 のこうした経験 は,'ま ず財政基盤 を強化す ることこそ,規 制策の実効

性 を高めるために必要 な措置である とい う教訓 を与 えて くれる。第二 に,州 の

連邦への財政依存の拡大が このままでは必至 とな る。税源 の調整が うま くいけ

ば,そ れ ば短期 間で済むか もしれないが,そ の間に何 らの策 を施さないまま,

前節でみたよ うな連邦政府 によるサバ財団や原木輸出の管理,UMNOの 進出

な どを推進す ることは,連 邦政府 とサバ州 との相互不信 の根 を断ち切 るどころ

か,か えってそれを深め ることにな りかね ない と思われるのであ る。

本稿は補填の財源 として,サ バ沖合か ら産出す る石油の関連収入の うち現在

連邦政府が取得 している部分 を考える。その他の財源 も幅広 く検討 しなければ

な らない ことは当然 だが,と りあえず連邦政府の もとに入 る石油関連収入 を対

象 とする理由は,そ れが多額で,し か も連邦政府 と州政府 との間に合意が とれ

れば,産 業の競争力や業界 の抵抗 を生 じさせることな しに移転 で きるとい う点

で,確 実 な即効性を もっているとい うところにある。

補填の見取 り図は以下のようになる(対 象 とされるサバ産の石油 については

次 の節で ま とめ て検討す るので は,こ こでは触 れない)。 目標 はあ くまで原木

の保持生産量の維持 におかれる。前節でみたように,そ のため に90年 の原木生

産量 の60%を 削減 しなけれぼならない。削減率 と減収率 とが比例す るとの仮定

に立つ と(実 際には後者 がおそ ら く前者 を上回 ることについて も前節),州 政

府 の森林資源収入の減少 は490(100万 リンギ,以 下 同)に 達す る。 これは90年

の経常歳入の30.3%に 相当す る。それをサバ産石油か ら連邦政府が取得 してい

る石油関連収入で補填す るのであるが,そ のなかで も連邦 政府 ロイヤルテ ィと

所得税を対象 とすれば十分である。すなわ ちロイヤルテ ィ114,所 得税562,

合わせて676か ら,そ の73.1%を 移転すれば よい。それは90年 の連邦石油関連

総 収入の8.0%,連 邦経常歳入の1.7%に 相当す る。補填に よって もた らされる

13)荒 谷 明 日児 「わが 国の南 洋材 需要 と産地 の動向」r林 業経 済」 第41巻 第11号,1988年11月,28

ペー ジ。
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註,実 龍 。表L表 ・,・ 標 ・表 ・,新 税 源賑 ・・図3を そ れぞれ鋸
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財 政面 で の一 定期 間 の支援 措 置 が重 要 とな って くる ので あ る。

そ れで は2000年 とい う 目標 期 限 は可 能 で あ ろ うか 。 別稿 で み た イ ン ドネ シ ア

の 先行 事例 で は,合 板 生産 の強化 に着 手 した78年 か ら88年 にか けて,生 産 量 は

18倍 に急 増 してお り,サ バ の 目標 は無 理 な もの で は ない。 ただ し,イ ン ドネ シ

ア の原 木生 産 量:は同期 間 に1.3倍 に伸 び て お り,サ バ.はこの 点 をモ デ ル と しな

い 。

つ ぎに,保 続 生 産量 の維 持 の見 通 しで あ るが,現 在,譲 渡期 間 の短 い ライ セ

ンスの発 給 が 急激 に減 ら され て い る(表6)。annuallicence(契 約期 間1年)

に も とつ く生 産 量 は88年 か ら90年 の 間 に47%,speciallicence(同5年)に も

とつ く生 産 量 ば 同期 間 に30%,そ れ ぞ れ 減 って い るの に対 して,譲 渡 面積 が

表6サ バ の ラ イセ ン ス形 態 別 の 木 材 生 産 量 推 移(1971-1990年)

(単 位'1,000m3,カ ッコ}よ%)

合

数

71

生 産 量

数

75

生 産 量

数

80

生 産 量

数

85

生 産 量10,757(100)

86生 産 量

88生 産 量10,981(100)

90生 産 量

(註)Concession… … 契 約 期 間25年,譲 渡 面 積2,000一 呂,000ha,

SpecialLicence・ ・… ・契 約 期 間5年,更 新 可 能,

FormI(A㎜Ual>Licence・ ・・… 契 約 期 間1年,更 新 可 能,譲 渡 面 積 は 小 さ い

(出 所)β 〃伽 加,表1に 同 じ

計
Concessio-

naires

Sp㏄ia【

Licences

FormI

Licences

Other

Licence

(100) 12(5) 28(12) 192(83) n.a.

(100) 2,684(39) 2,279(33> 1,625(23) 354(5)

(100) 13(3) 49(10) 440(88) n.a.

(100) 3,012(33) 3,299(36) 2,698(30) 98(1)

(100) 12(2) 92(13) 603(85) n.a.

(100) 1,722(19) 3,821(42) 3,446(38) 75(1)

(100) 14(3) 72(15) 387(82) 一

(100) 4,115(38> 3,166(29) 3,476(32) 一

(100) 3,824(39) 2,681(27) 3,306(34) 　

(100) 3,075(28) 3,232(29) 4,674(43) 一

〔100) 3,684(44) 2,274(27) 2,485(29) 一
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もっ と も大 きい(2,000-8,000ha)concession契 約(同25年)に もとつ く生産

量 は20%伸 び て い る。 全 体 の 生 産 量 を100と す る と,契 約 形 態 別 で そ れ ぞ れ

29%,27%,44%で あ る。一 般 的 に譲 渡期 間が短 いほ ど過 伐 に走 る傾 向が あ り,

こ う した動 きはあ る程 度,伐 採 の適正 化 を反 映 した もの と考 え る こ とが で き る。

最 大 のconcessionairesは サ バ財 団 で あ る。 先 にサ バ財 団 が伐 採 と輸 出 にか

らむ 不 正 の温 床 と して連 邦政 府 の攻 撃 目標 とされ てい る こ とをみ たが,伐 採 そ

の もの はか な り適 正 に行 われ て い る。 サ バの 最大 伐 採可 能面 積 は376万haで,

財団 の譲 渡林 はそ の26%で あ る。 しか し,88年 の 財団 の伐 採 面積 はサ バ全 体 の

それ の6%,原 木 生産 量 は全体 のそれ の11%に す ぎない 】4〕。 別稿 で は90年 以 後

の サ バ 全体 の伐 採 周期 をユ2年 と割 り出 した。1度 の 伐採 で 択 伐 され るの がha

あ た り10本(胸 高直 径45c皿 以上 〉 の うち5本 であ る とす る と,24年 後 に発 芽 す

るす べ ての原 木 はか な らず24年 以 内 に伐 採 され る。 それ に対 して,88年 の伐採

面積 と原木 生 産 量 とか ら,財 団の 伐採 周期 は62年 と割 り出され る。別稿 の推算

の誤 差 を考 慮 して も,財 団 の保 有 林 とそれ 以 外の 保有 林 との伐 採状 況 には大 き

な違 い が あ る とみ な して も間違 い は ない。 財 団の 規定 で は原 木 の伐 採 ま で の年

限 は80年 とな って い る。 も しこれ が遵守 され てい る と した ら,財 団 の伐採 林 で

はhaあ た り10本 中 平均8本 の択 伐が な され て い る こ とにな る。 要 す るに,財

団 は広大 な保 有林 を も って い るが,年 間 の伐採 面積 を抑 え,十 分 な成 長 を待 つ

方 法 を とって い る。 そ の結果 と して,択 伐 率 も全体 平 均 よ り高 く,材 積 も大 き

くな ってい るので,そ れ は過 伐 が もた ら した もの で は ない。 とにか く,60年 強

の伐採 周 期 を維 持 して い けば,財 団 によ る原 木の保 続 生 産 は可 能 とな る。93年

以 後 に伐 採 の主 力 とな るの はサ バ財 団 で あ る と言わ れ て い るが 】51,その88年 の

.生 産量 は130万 ㎡で あ る。サ バ全 体 の生 産 は340万 ㎡ まで可 能 で あ るか ら,財 団

と同 様 の伐 採 方 法 を現 在 の2.6倍 に まで拡 大 し,そ れ 以外 の 方 法 を全 廃 で き る

14)FarEasternEcon㎝ ゴ`Revゴew,Feb,8,1990,

15)88年 に発 給 され た ラ イ セ ンス に も とつ く伐 採 の う ち,サ バ 財 団 を の ぞ く生 産 林 の分 ば93年 ま で

に ほ とん ど が終 了 す る。 そ の後 の 原 木 生 産 の 大 半 は 財 団 へ の譲 渡 地 域 か らの み とな る。Muned-

2aMohamed,etal.,ψ.α`.,p.139.
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か ど うか が,保 続 レベ ルを達成 で き るか ど うか の条 件 とな る。 もちろ ん それ は

森 林 破壊 の悪 影 響 を軽 減で きるか ど うか の 条件 で もあ る。

IV石 油による補填の問題点

この節 で は,補 填 の税 源 とされ た石油 産業 の側 か ら,石 油 関連 収 入 に よ って

森 林 資源 収入 の減少 を補 填 す る方 策 のい くつか の問 題 点 をあ げ る。

サ バ沖 合 の 原 油生 産 は74年 に始 ま った。3年 後 の77年 に は 日量 平 均7.4万 バ

レルに達 し,マ レー シア全体 の産 出量 の40%を 占め るにい た った 。 しか し,そ

の後 の6年 間の平 均E3量 も7.4万 バ レル,さ らにそ の後 の6年 間で9.2万 バ レル

と,生 産 の伸 び に大 きな勢 い は見 られ な い。 しか も,78年 に生 産 を開始 した半

島東 岸 沖 の油 田 の産 出量 が 同期 間 に 日産11.2万 バ レルか ら26.4万 バ レルへ と伸

び た ため に.サ バ沖油 田の マ レー シ ア全 体 に占め る比 率 は漸 減 してい った(89

年 には17%)。 た だ し,90年 以 後 の 正確 な比 率 は明 らか で ない が,湾 岸 危 機 の

勃 発 以 後 に増 産 を図 った こ と もあ り,ふ た た び20%程 度 に 回復 してい る よ うに

思 わ れ る(図2)。

図2原 油 生 産 の 地 域 別 推 移(1974-1991年)

(1,000バ レ ル/日)44

700

600

500

Zサ バ
400 〃 サ ラ

ワ ク →90,91

300は サ バ との 合 計 量

III半 島
200

グ ラ フ上 の 数 字 は サ バユ00
の 比 率(%)

0
747576788082848688899091

出所:74-82年 はF戯 堺 ∫6伽観2∫2吻`6θ3(『 石 油 の 開 発 と備 蓄 』1984年10月 号,31ペ ー

ジ よ り引 用)

84-91年 は αi側4Gα3∫ ω槻 α∫.variousissues,EconomicReport,Ministryof

Finance,variousissuesよ り推 定
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サバ,サ ラワクの木材産業の持続的発展の見通しについて(43ユ)43

この よ うに,サ バ の石油 産 出量 は マ レー シ アの なかで 相対 的 に減 少 してい る。

した が って,連 邦 石油 関連 収 入 に占 め るサバ 産石 油 関連 収 入 の比 率 も以前 に比

べ低 下 して お り(表7),そ の た め,今 後 補 填 を行 った場 合 に生 じる連 邦 政 府

の負担 も先 に見た よ うに,石 油関 連収 入全 体 あ る い は連 邦 の経 常 歳 入 との比 較

に おい て随 分 と小 さい もの に な って い る。そ して,補 填 の税源 として はそれ で

十分 な ので あ る(関 連 収入 に は他 に輸 出税 とペ トロナス の配 当が 含 まれ る。 図

3参 照)。

次 に今 後 の見通 しで あ るが,90年6月 現 在,マ レー シア全体 で29件 の生 産 分

与 契約 が 締結 され,そ れ ぞれ の鉱 区で 探鉱 が 進 め られ て い る。 その うち6件 が

サ バ沖 にあ り(解 消 さ れ た契 約 の ぞ く),そ の うち2鉱 区 のみ で 現 在 まで 生 産

が継続 され て い る。代 表 的 な油 田 はサマ ラ ン,テ ンプ ン ゴ油 田で あ る。 しか し,

89年 に シェ ル な どに よ り鉱 区SB1で サ マ ラ ンに次 ぐ大規模 な油 田が発 見 され

た。 ま た,沖 合 だ けで な く,新 しい型 の油 田 の発 見 と開発 に期 待 が かか って い

表7連 邦 経 常 歳 入 と石 油 関 連 収 入(1978-1990年X単 位;100万 リ ン ギ,カ ッコ は%)

歳入 連 邦 石 油 関 連 総 収 入
石 油

その うちサ バ産 原油か らの

関 連 収 入

所得
ロイヤ

ルティ
出

ペ トロ ナ

ス 配 当
計 得

ロイヤ

ルティ
計

a b C d(d/a) e f (e甘/a) (e+f/厨c)

78 8,84ユ 771 ユ16 一 一 887(10) 293 50 343(3.9) (39)
80 13,926 1,736 345 677 一 2,758(20) 399 92 491(3.5) (24)
82 16,690 2,075 425 1,354 1,450 5,304(32) 519 88 607(3.6) (24)

84 20,805 2,570 570 1,629 980 5,760(28) 488 105 593(2.9) (19)
86 19,518 3,072 659 1,076 7951 5,602(29) 522 81 603(3.1) (16)
88 21,967 2,208 415 1,149 1,000 3,772(17) 375 77 452(2.ユ) (17>
89 25,273 ユ,847 509 1,432

勾1
,000 4,778(19) 388 84 472(ユ.9) (20>

90 29,521 2,644 627 1,910 1,000 6,18ユ(21) 562 114 676(2.3) (20)

註1連 邦 ロ イ ヤ ル テ ィは ガ ス現 金 受 取 含 む

出 所;歳 入.連 邦 石 油 関連 収 入:F〈onovucReport,variousissues(90年 推 定),

1)「 東 南 ア ジ ア要 覧 」86年 版,p.5-22,2)86-90年 の 政 府 見 通 し1,000を 仮 定

(業 績 好 転 で実 績 値 は これ よ り高 い と思 わ れ る 〉,

サ バ か ら の 収 入:ロ イ ヤ ル テ ィは 表3と 同 じ,所 得 税 はbに 図2の サ バ の 比 率 を乗 じた(90

年 は前 年 と 同 じ21%を 乗 じた)推 定 値
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図3石 油企業とのPS契 約(生 産分与契約)

202149

の 企業 ペ トロ ナ ス

ト 利益 利益

分 「;▼1、且"層.AP.▼'町

iiiii罎iii垂..................................................
....層...

生 産量100.00

:騨 講::鞭li
サ バ産 原油

分 が補 填の

対象 とな る

註:① この契約 は74年 石 油開 発法 にも とつ くもので76-82年 に7件 が成 立.う ち3件 とペ トロナ

ス子 会社Carigaliが 現 在生 産 中.

②85年,企 業 に よ り有利 な契 約条件 が改 定 され た.し か し,商 業ベ ー スの生 産 は依 然,上 記

4件,4社 のみ,新 契 約条件 は こ こに付 さな い.

③ 契約 の詳細 は企 業 ご とに多 少異 な ってい る。 また,ガ ス契約 も若 干配 分比 率が 異 な る.上

図 は原 油 の基本 形 態 を表 した もの.連 邦所 得税 をの ぞ き,配 分 は量ベ ー ス.所 得 税 額の 算

定 は原 油 の課税 基準 価格 を 設定 して行 われ る.

④BO年 よ り,原 油 輸 出税(25%)が 賦 課 され る.

る。すなわ ち,90,91年 に沿岸の2鉱 区の探鉱が開始 され,90年 代 中頃 には沖

合深海の探鉱が開始され る見込みであ る。 このように,今 後の油田の発見 と開

発,生 産の可能性 は少 な くな く,中 期 的な補填 の税源 とす ることは可能であ

る16)。

しか し,長 期的な見通 しとなると明る くはない。88年 のサバの石油 可採埋 蔵

量 は5億 バ レルであ り,そ れを年間生産量で割れば,枯 渇 までの年限は15年 と

い う計算 となる(表 ㊧ 。埋 蔵量の乏 しさはマ レーシア全体 について もい える

ことで,や は り枯渇 までの年限は15年 しかない。そのため,生 産量が今後急 激

に低下 してい くこともあ りうる。 もっとも,マ レー シアの石油可採埋蔵量 はこ

れ まで も何度か上方 に修正 され てきた。石油価格が上昇すれば,探 鉱 ・開発 の

採算性 も上が り,そ ¢)結果採算 のとれ る量 も増 えるとい うメカニズムが今後 も

起 きれば,可 採埋蔵量は増大す るであろ う。 しか し,も しその増大が生 じなけ

れば,マ レー シア全体 の 日産量 は2000年 までに35万 バ レル(95年 には65.2万 バ

16)探 鉱 状 況 に つ い て は,PetroleumNews,Nov,一Dec.,1990,p.16,0ilandGasJourna4Mar.19,

1990,p・18,「Malaysia』91年3月 号,AsianOilandGas,May,1990,P、6,Apr.,1992,P.30,etc.
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表8マ レー シアの石油 ・天然ガスの可採埋蔵量

3

(①…は出所文献番号)

島 サラワク サ バ マ レ ー シ ア

5

7

5
邑 一 冒一一一一

95

2712

107
一一一一 一 一 一,'一 一 一 一一

29(88年)

56(91年)

32(〃)
一_一 一_'一 一 一r一 一 一 辱 一 冒 一 一 一 一

10

.4

0,460.34

2015

1.91(88年)

15(〃 〉

i.5

}

3

L

≧

23.62.4

214

21

10

ユ ユ

52.5(90年)

54(91年)

6(〃>

2(〃)

4(〃)

随 伴 ガ ス の うち,消 却,再 注 入,漏 失 さ せ ず に,ガ ス

,プ ロ ジ ェ ク トに利 用 さ れ る ガ ス を 生 産 して い る ガ ス 田 の こ と と思 わ れ る.

†31(90年)②,38(確 率50%)③ に 増 大

‡59(91年)⑥,80-90(究 極)⑥ に 増 大

出 所:①r石 油 の 開 発 と備 蓄 ユ89年4月 号,②r東 南 ア ジ ア要 覧 』90年 版

③r国 際 エ ネ ル ギ ー 動 向 分 析187年3月 号,④E`・ π伽 ゴfR細 細,Malaysiへ91.

7-9,

⑤rエ ネ ル ギ ー経 済 」90年9月 号,⑥ ル ・E凶 σ ・E・・"・加 ・R飢 θ臥91.1.17

ず①
④

④

キ⑤
④
④

④
④

.ル)に まで 減 少 す る とい う予9.0も あ る17}・この シナ リオ に撒 ば・纈 の税

源で あ る連 邦 石 油 関連 収 入(所 得 税 とロ イヤ ルテ ィ)も 漸減 し,サ バ経 常歳 入

へ の移 転率 は高 ま って い くで あ ろ う。

ところで,マ レー シア は ア ジア随一 の天 然 ガス埋 蔵 量 を誇 ・て い る(52・5兆

立方 フ ィー ト,90年)。 政 府 の現 在 の エ ネ ルギー 利 用 政 策 の基 本 方 針 は,天 然

ガ スの利 用 を国 内 の工 業 用(原 燃 料)・ 家 庭 用 ・輸送 用 へ と多 様 化す る一方 で,

原油 を温存 と外 貨獲 得 のた め の輸 出の 両 面 の方 針 に従 わ せ よ う と して い る1870

原油 の場 合,ど ち らの方 針 が重 視 され るか は今後 の埋 蔵 量 の推 移,原 油価 格 の

動 向 な どに規 定 され て お り,こ れ は上 述 した よ うに,不 安 定 とな らざ る を えな

い 。

FarEasternEco"o麗 ゴ`Rε τ7∫8脚,Dec.6,1990.p.46.17)

18)Dato'RastamHadi「 マ レ ー シ ア の 石 油 産 業 」r石 油 の 開 発 と 備 蓄 」1989年4月 号 。
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それで は,サ バ産 の ガスか ら上 が る連 邦 収入 を税 源 とす れ ば補 填 は長 期 的 に

安 定 してい くで あろ うか。 筆者 は ガス収 入 の仕 組 み を資料 の制 約 か ら明 らか に

して い ない。 しか し,つ ぎの こ とは確認 す る こ とが で きる。第 一 に,現 在 サバ

で生 産さ れ てい るの は随伴 ガ ス(油 田か ら産 出 され るガス)で あ り,独 立 した

ガス 田か ら生 産 され る非随 伴 ガス は開発 されて い ない 。 この こ とは ,上 述 した

こ とか ら,ガ ス収入 も不安 定要 因 を抱 えて い る とい うこ とを意 味す る。 サ バ の

非 随伴 ガス の埋 蔵量 は1.3兆 立 方 フ ィー トで あ るが,こ れ は サ ラワ クの埋 蔵 量

の7%に も満 た ない量 で あ るLgl。2000年 には ガ スの生 産 コ ス トが サ ラ ワ クや 半

島 の1.5倍 程 度 に上 昇 す る とい う予 測 もあ り20,今 後 非 随 伴 ガ ス 田が 開発 され

る と い う情 報 は 伝 わ って い な い。 第 二 に,随 伴 ガ ス の 現 在 の生 産 量 は 日量

8,400万 立 方 フ ィー トで,こ れ は エ ネ ルギ ー換 算 で い くと原油 生 産 量 の多 くて

15%程 度 で あ る と推 測 され るz))。これで は ガス収 入 も乏 し く,補 填 の 税源 とは

な りえな い と考 えて も間 違 い ない。

要 す るに,ガ ス を税 源 に繰 り入 れ て も,サ バ 産 の原油 ・ガ スが もた らす 連邦

石 油 収入 は長 期 的 に は不 安 定 で,減 少 して い く見通 しす らあ る。 した が って ,

前 節 で設 定 した よ うに,連 邦石 油収 入 か らの補填 はあ くまで 中期 的 な期 限 を付

け るべ きで あ る。 前 節で はそれ を2000年 と した

最 後 に,原 木 の生 産 と輸 出 の削減 が もた らす サ バ の経 常予 算 の減 収 に どの よ

うな形 で対応 してい くに しろ,重 大 な問題が 待 ち構 えて い る。 それ は木材 産 業

の雇 用 調 整で あ る(図4参 照)。90年 のサ バ の被 雇 用 者 数 は労 働 者 数20人 以 上

の事 業規 模で14万 人あ ま り,そ の うち伐 採 業 の被 雇 用者 数 は約16 ,000人 で あ る。

15歳 か ら64歳 まで の全労 働 人 口 を対 象 とす る統 計 が ない の で ,サ ラ ワ クの統 計

を 参考 にす る と,そ れ ぞれ53万 人,53,000人 程 度 と推 測 され る。伐 採 業 の解 雇

19>天 然ガスに占める随伴ガスの割合はサバで55%,サ ラワクで84%,こ の比率を表8の 埋蔵量に

乗じた(小 杉充伸他 「マレーシアにおける天然ガスの開発 ・利用の現況」『エネルギー経済j第
16巻第9号,1990年9月,37ペ ージ。

20)Razavi,H.,「'CoordinatedStrategyforSeparatePowerSystem:theCaseofMalaysia" ,Eπ昂
gyEconomics,Jan.,1990,p,64.

21>AsianOilandGas,June,1990 ,PP,22-23.



1統計資料1図4サ バの木材産業の雇用調整
'

サ バ(80年 セ ンサ ス就 業 者 数 ・10歳 以 ⊥)a(348
,754>

90年 被 雇 用 者 数(労 働 者 数20人 以 上 の 事 業 規 模)140
,585伐 採 業

15,701(85年14 ,65487年15,67588年17,078)製 材

b7,723〔85年5,69087年5 ,56088年6,979)合 板 ・ベ ニ ヤc2
,493〔85年],13787年2,05888年 工,548)

嚢質・麟 職 … 含む全… 数1・ 遣灘 騨 撫:401)029)nse)

サ ラ ワク (80年 セ ンサ ス就 業 者 数 ・10歳 以 上) さ(457,192〕

90年被雇用者数(15-64歳)

*直 接伐採労働者

*間 接林業従事者(輸 送等)

木材および木製品(89年,雇 用者含む全就業者数)

家具(ク)

鉱業,採 石業(80年 セ ンサス,雇 用者含む)

e698 .900

F55,000

9120,000

10,871

719

1,723

【想定 】i90年 の 被 雇 用 者 数(15～64歳)530 ,000←e×(a/♂)
iiそ の うち 伐 採 業 被 雇 用 者 数53

,000←530,000×1害II
Ill〃 間 接 林 業 従 事 者 数

IV〃 合板 業 の 被 雇 用 者 数

v伐 採 業 解 雇 数

vi合 板 業 の 新 規 被 雇用 者 数

出所:Bulletin,表1に 同 じ,

100,000← サ ラ ワ ク のf:gに 準 ず る

3,700←d×c/(b十c)

32
30:1撚麟 羅 鰹 豚 草鮎 和 驚 ヤ・プは

*Malaysia,日 本 マ レイ シア 協 会,92年5月 号, 3ペ ー ジ
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者数が原木生 産の削減率に比例す ると仮定すれば,そ れは約32,000人 となる。

一方
,合 板 ・ベ ニヤ生 産に従事す る被雇用者数 は推測で約4,000人 あ り,そ の

雇用吸収力が合板生産増(8.8倍)に 比例す る と仮 定すれば,31,000人 の新規

雇用が見込 まれることにな る。大 まかな計算で は,伐 採業の失業 と合板産業の

新規雇用 の需給 ギ ャップはそれほど大 きくはない。 しか し,以 上 の想定 は,輸

送等 に従事す る間接林業労働者 の失業,伐 採業 ・合板業の合理化 の進展 を考慮

していない。それらはギャ ップを高め る要因 となる。 また,伐 採現場 は地理的

に広 く分散 してお り,合 板工場が都市近辺に集 中 して立地すれば,失 業者 を直

接 に新規雇用に回す ことは困難 とな り,そ れだ け調整の タイム ・ラグが大 きく

なる。政府 の主導で伐採削減を推進 してい くか らには,山 農村 で失業者増 と所

得低下が生 じた場合の社会保障,加 工業の労働訓練 などを引 き受けていか なけ

ればならな くな る。 このように考 えれば,木 材産業の雇用調整 コス トは無視で

きない もの となるであろ う。新たな財源 はこれ らの課題を も担 っていかなけれ

ばな らな くなるのであ る。

結 論

石油収入による木材収入の補填 とい う問題の検討は,原 木資源の枯渇 と森林

破壊 の防止,木 材加工業 の育成 とい う実践的な議論(持 続的開発の一つ のケー

ス)を なす とともに,世 界市場 の構造変化 のなかで石油 ・木材資源をめ ぐる連

邦 とサバ,サ ラワクの政治的一経済的関係が変動 してい く過程 を捉え る一つの

視点 を提供する。今後,サ バの木材利権は連邦の管理 強化 によって縮小 し,そ

の木材政策 には連邦 の意向が強 く反映されてい くようになるであろう。 しか し,

それが連邦へのサバの財政依存 の一方的な深 ま りとい う状況下で進め られ るこ

とになれば,連 邦政府 に対す るサバの敵対 的な感情が再び頭を もたげて くるこ

とになるか もしれない。.それよ りも,環 境保全,資 源再生 木材加工の振興 を

両立 させ るとい う明確 な目的の もとに,対 等 な立場での中期的な収入移転協定

を結ぶ ことが望まれ るのではないか。


